
凡例

公道上において、配水管が設置されておらず、
自費工事が必要ですか？

給水装置工事を予定している。

配水管、給水管などの事前調査を
篠栗町上下水道課窓口や現場で行ってください。

「給水装置工事申込書」を提出してください。

①分譲住宅(県開発)

②集合住宅
③受水槽を設置する建物
上記①〜③のいずれかですか？

「給水工事事前協議書」を提出してください。

「水道自費工事申請書」を提出してください。

①国道201号
②県道92号、543号、547号、607号
上記①〜②を道路占⽤しますか？

「道路占⽤許可申請書」を上下水道課から
提出します。

工事着手してください。

①給水申込手数料(700円)

②検査手数料(1000円)

③給水負担金(量水器により異なる)の納付書の発行と振込確認後

工事完了

量水器と許可証をお渡しします。

①道路管理者より「警察協議書」受取：上下水道課
②交通管理者へ「道路使⽤許可申請書」提出、許可：申請者
③道路管理者へ「道路使⽤許可書」提出：上下水道課
④道路管理者より「道路占⽤許可書」受取：上下水道課
⑤上下水道課から道路管理者へ「着工届」提出後：上下水道課

はい

はい

承認後

承認後

いいえ

いいえ

いいえ

はい

工事写真(着工前、施工状況、完成後)と竣工図を提出
(国道と県道の道路占⽤があった場合は、
上下水道課から道路管理者へ「完成届」を提出)

完成検査

量水器設置後

給水装置工事に関するフローチャート

申請者の義務

篠栗町上下水道課の義務

穿孔立会

町道を道路占⽤する場合(すべて申請者)

①篠栗町都市整備課へ「道路舗装切断及び
道路掘削許可申請書」提出、許可
②交通管理者へ「道路使⽤許可申請書」提出、許可
③篠栗町都市整備課へ「道路使⽤許可書」提出


